
議第８３号 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市手数料条例の一部を改正する条例 

 呉市手数料条例（平成１２年呉市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第６（第２条関係） 別表第６（第２条関係） 

建築関係 建築関係 

 手数料を徴収する事務 手数料の額   手数料を徴収する事務 手数料の額  

 単位 金額   単位 金額  

 １～５５ 略   １～５５ 略  

       ５６ 前項の

場合におい

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査等をする

際に，法第

６条の３の

規定による

構造計算適

合性判定が

必要となる

ときの当該

構造計算適

当該構造計

算適合性判

定を行う部

分の床面積

の合計（既

存建築物の

一部を含ん

で構造計算

適合性判定

を行う場合

にあっては

当該既存建

築物の部分

の床面積を

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１ 件 に つ き

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

する場合に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

１８７，０

００円 

  ５６ 前項の

場合におい

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査等をする

際に，法第

６条の３の

規定による

構造計算適

合性判定が

必要となる

ときの当該

構造計算適

当該構造計

算適合性判

定を行う部

分の床面積

の合計（既

存建築物の

一部を含ん

で構造計算

適合性判定

を行う場合

にあっては

当該既存建

築物の部分

の床面積を

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１ 件 に つ き

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

する場合に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

２０９，０

００円 

 

 （法第２０

条第１項第

２号イ又は

第３号イに

規定する国

土交通大臣

の認定を受

けたプログ

ラム（以下

この項にお

いて「大臣

認定プログ

  （法第２０

条第１項第

２号イ又は

第３号イに

規定する国

土交通大臣

の認定を受

けたプログ

ラム（以下

この項にお

いて「大臣

認定プログ

 



合性判定に

係る審査 

加えるもの

とし，確認

を受けた計

画を変更し

て建築する

場合にあっ

ては当該計

画の変更に

伴い構造計

算適合性判

定を必要と

する部分の

床面積の合

計 と す

る。） 

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

ラム」とい

う。）によ

るものにつ

いては１６

７，０００

円） 

合性判定に

係る審査 

加えるもの

とし，確認

を受けた計

画を変更し

て建築する

場合にあっ

ては当該計

画の変更に

伴い構造計

算適合性判

定を必要と

する部分の

床面積の合

計 と す

る。） 

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

ラム」とい

う。）によ

るものにつ

いては１８

７，０００

円） 

           (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２１１，０

００円 

  (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２３８，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

１８９，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

２１２，０

００円） 

 

 (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３２９，０

００円 

  (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３６６，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

２９０，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

３２１，０

００円） 

 

           (4) １０，

０００平

１件につき ４１１，０

００円 

  (4) １０，

０００平

１件につき ４７１，０

００円 

 



 方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

以下のも

の 

（大臣認定

プログラム

によるもの

については

３６１，０

００円） 

  方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

以下のも

の 

（大臣認定

プログラム

によるもの

については

４１１，０

００円） 

 

 (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ５７７，０

００円 

  (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ６８５，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

５０２，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

５９１，０

００円） 

 

               ５７・５８ 略   ５７・５８ 略  

備考 略 備考 略 

別表第６の２（第２条関係） 別表第６の２（第２条関係） 

低炭素建築物関係 低炭素建築物関係 

 手数料を徴収

する事務 

手数料の額   手数料を徴収

する事務 

手数料の額  

 １～３ 略   １～３ 略  

       ４ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

当該構造計

算適合性判

定を行う部

分の床面積

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

１ 件 に つ き 

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

１８７，０

００円（建

築基準法第

２０条第１

  ４ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

当該構造計

算適合性判

定を行う部

分の床面積

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

１ 件 に つ き 

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

２０９，０

００円（建

築基準法第

２０条第１

 



基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

判定に係る

審査 

の合計（既

存建築物の

一部を含ん

で構造計算

適合性判定

を行う場合

にあっては

当該既存建

築物の部分

の床面積を

加えるもの

とし，確認

を受けた計

画を変更し

て建築する

場合にあっ

ては当該計

画の変更に

伴い構造計

算適合性判

定を必要と

する部分の

床面積の合

計 と す

る。） 

の ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

す る 場 合 に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

項第２号イ

又は第３号

イに規定す

る国土交通

大臣の認定

を受けたプ

ロ グ ラ ム

（以下この

項において

「大臣認定

プ ロ グ ラ

ム 」 と い

う。）によ

るものにつ

いては，１

６７，００

０円） 

基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

判定に係る

審査 

の合計（既

存建築物の

一部を含ん

で構造計算

適合性判定

を行う場合

にあっては

当該既存建

築物の部分

の床面積を

加えるもの

とし，確認

を受けた計

画を変更し

て建築する

場合にあっ

ては当該計

画の変更に

伴い構造計

算適合性判

定を必要と

する部分の

床面積の合

計 と す

る。） 

の ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

す る 場 合 に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

項第２号イ

又は第３号

イに規定す

る国土交通

大臣の認定

を受けたプ

ロ グ ラ ム

（以下この

項において

「大臣認定

プ ロ グ ラ

ム 」 と い

う。）によ

るものにつ

いては，１

８７，００

０円） 

           (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２１１，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては１８

９，０００

円） 

  (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２３８，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては２１

２，０００

円） 

 



 (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３２９，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては２９

０，０００

円） 

  (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３６６，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては３２

１，０００

円） 

 

 (4) １０，

０００平

方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１件につき ４１１，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては３６

１，０００

円） 

  (4) １０，

０００平

方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１件につき ４７１，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては４１

１，０００

円） 

 

 (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ５７７，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては５０

２，０００

円） 

  (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ６８５，０

００円（大

臣認定プロ

グラムによ

るものにつ

いては５９

１，０００

円） 

 

              



備考 略 備考 略 

別表第６の３（第２条関係） 別表第６の３（第２条関係） 

建築物省エネ法関係 建築物省エネ法関係 

 手数料を徴収

する事務 

手数料の額   手数料を徴収

する事務 

手数料の額  

 １～５ 略   １～５ 略  

       ６ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

判定に係る

審査 

当該構造

計算適合性

判定を行う

部分の床面

積 の 合 計

（既存建築

物の一部を

含んで構造

計算適合性

判定を行う

場合にあっ

ては当該既

存建築物の

部分の床面

積を加える

ものとし，

確認を受け

た計画を変

更して建築

する場合に

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１ 件 に つ き 

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

す る 場 合 に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

１８７，０

００円 

  ６ 前項の場

合 に お い

て，当該申

出に基づき

基準適合審

査をする際

に，建築基

準法第６条

の３の規定

による構造

計算適合性

判定が必要

となるとき

の当該構造

計算適合性

判定に係る

審査 

当該構造

計算適合性

判定を行う

部分の床面

積 の 合 計

（既存建築

物の一部を

含んで構造

計算適合性

判定を行う

場合にあっ

ては当該既

存建築物の

部分の床面

積を加える

ものとし，

確認を受け

た計画を変

更して建築

する場合に

(1) １，０

００平方

メートル

以下のも

の 

１ 件 に つ き 

（当該建築物

がエキスパン

ションジョイ

ントその他の

相互に応力を

伝えない構造

方法のみで接

する部分を有

す る 場 合 に

あっては，当

該部分ごとに

分割して別個

の建築物とみ

なし，当該別

個とみなす建

築物１件につ

き。以下この

項において同

じ。） 

２０９，０

００円 

 

 （建築基準

法第２０条

第１項第２

号イ又は第

３号イに規

定する国土

交通大臣の

認定を受け

たプログラ

ム（以下こ

の項におい

て「大臣認

定プログラ

ム 」 と い 

う。）によ

るものにつ

いては，１

６７，００

  （建築基準

法第２０条

第１項第２

号イ又は第

３号イに規

定する国土

交通大臣の

認定を受け

たプログラ

ム（以下こ

の項におい

て「大臣認

定プログラ

ム 」 と い

う。）によ

るものにつ

いては，１

８７，００

 



あっては当

該計画の変

更に伴い構

造計算適合

性判定を必

要とする部

分の床面積

の合計とす

る。） 

０円） あっては当

該計画の変

更に伴い構

造計算適合

性判定を必

要とする部

分の床面積

の合計とす

る。） 

０円） 

           (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２１１，０

００円 

  (2) １，０

００平方

メートル

を 超 え

２，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ２３８，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

１８９，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

２１２，０

００円） 

 

 (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３２９，０

００円 

  (3) ２，０

００平方

メートル

を超え１

０，００

０ 平 方

メートル

以下のも

の 

１件につき ３６６，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

２９０，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

３２１，０

００円） 

 

 (4) １０，

０００平

方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

１件につき ４１１，０

００円 

  (4) １０，

０００平

方メート

ルを超え

５０，０

００平方

メートル

１件につき ４７１，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

３６１，０

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

４１１，０

 



以下のも

の 

００円） 以下のも

の 

００円） 

           (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ５７７，０

００円 

  (5) ５０，

０００平

方メート

ルを超え

るもの 

１件につき ６８５，０

００円 

 

 （大臣認定

プログラム

によるもの

については

５０２，０

００円） 

  （大臣認定

プログラム

によるもの

については

５９１，０

００円） 

 

               ７・８ 略   ７・８ 略  

備考 略 備考 略 

   付 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 広島県手数料条例の一部改正を踏まえ，所要の規定の整備をするため，この条例案を提出する。 


